
 

 

８立川学第 144号 

令和８年４月７日                      

各団体代表 殿 

 

東京都立立川学園校長 

都立学校開放事業運営委員長 

市川 裕二（公印省略） 

 

令和８年度都立学校開放事業管理指導員の委嘱について(依頼) 

 

日頃から、都立学校開放事業に御協力いただきありがとうございます。 

施設利用に際し、管理指導員を団体の中から１名選出いただく必要がございます。 

下記職務内容を御確認の上、承諾書に記入をして、下記担当者まで御提出いただきますようお願いい

たします。 

 

記 

１ 職  名 

令和８年度都立学校開放事業管理指導員  

 

２ 職務内容 

 (1) 使用施設の開錠、施錠等に関すること。 

 (2) 使用施設・用具の管理に関すること。 

(3) 使用者の施設使用上の管理及び安全確保に関すること。 

(4) 使用者の規律保持に関すること。 

(5) 管理指導日誌の記入に関すること。 

  光熱水費負担金の納付状況については、必ず来校時に領収書（使用票）及び使用承認書並

びに使用団体登録証の掲示を求め、領収書については、原本又は写しの内容を確認してから

施設を使用させること 

(6) 使用者が、施設又は備品等を棄損、滅失又は汚損した場合の運営委員長への報告に関すること 

(7) 使用者の事故が発生した場合の適切な対応、管理指導日誌への記入及び運営委員長への報告に

関すること。 

(8) その他運営委員長が指示すること。 

 

３ 委嘱期間 

令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで（予定） 

 

４ そ の 他 

   御不明な点は、担当者までお問合せください。 

以上 

 

〒190-0003 東京都立川市栄町 1-15-7 

東京都立立川学園 経営企画室 学校開放事業担当 

TEL 042-523-1358 

Mail S0781555@section.metro.tokyo.jp 


